
（山梨県内の事業者、労働者の皆さまへ）

 事業場の長が率先して職場のパトロールを実施する等の職場
における安全衛生活動の総点検を行うこと

 作業手順書や日々の作業がリスクアセスメント、安全対策が
徹底されているかを確認すること

 定期的な安全教育を取り入れる等、効果的な安全衛生教育を
実施すること

 事業場が作成している作業手順書や安全衛生教育に沿った作
業を徹底し、省略行動をしないこと

 保護帽等の装備や使用する器具（道具）がきちんと手入れさ
れているか、日々確認すること

 事業場での危険箇所、危険作業の防止の徹底等のため、作業
員間で情報共有しやすい環境づくりに努めること

全国安全週間で事業者・作業者に
実施していただきたいこと
～令和７年の山梨では死亡災害が多発しています～

令和７年７月１日から７月７日までは、全国安全週間の期間中です。
令和７年度の安全週間期間では、

をスローガンに安全活動を実施していきます。
職場の「不安全」を取り除き、労働者ひとりひとりが安心安全に働け

る職場環境を築きましょう！

「多様な仲間と築く安全未来の職場」

令和７年の労働災害による死亡者数はすでに５人となっており、
あ

前年よりも のペースで死亡災害が発生しています。1.5倍以上

• 事業者が実施すること

• 作業者が実施すること

全国安全週間中に、労使が一体となって
職場の総点検を行いましょう！



【参考】令和７年の死亡災害一覧（R7.6.6時点）

労働災害は、

によって発生します。
不安全な状態：労働災害が発生する可能性がある状態のこと

（安全装置がない、覆いがない、通路に物が散乱している等）
不安全な行動：労働災害が発生する可能性がある作業行動

（安全装置を無効化、省略行動、整理整頓を行わない等）

不安全な状態 不安全な行動×

非意図的

意図的

：思い込み、うっかり、疲労

：面倒、たぶん大丈夫、他の人もやっている

令和７年の死亡災害では、作業行動に起因した災害が散見されます。
各作業員は当事者意識を持つとともに、事業者は安全意識向上のための
安全活動を実施しましょう。


